
積算基準 土木

現場中間検査 不要

工場等派遣中間検査 不要

樹木保険加入 不要

チェック欄

工　 事　 設　 計　 書
事　 業　 年　 度 令和 8年度

設　 計　 年　 月 令和　年　月

予　 算　 科　 目 款 項 目 節

工　 事　 場　 所 南部土木みどり事務所管内全域

路線名又は河川名等

工　　 事　　 名 （単価契約）機械浚渫工事（南部土木みどり事務所）

工　　　　　　期 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

事　業　課（所）名 南部土木みどり事務所 単 価 使 用 年 月 令和　年　月

工　 事　 番　 号 歩 掛 適 用 年 月 令和　年　月

変　 更　 回　 数 基 準 適 用 年 月 令和　年　月

主　　 工　　 種 単　 価　 地　 区

前　払　金　支　出 調　 整　 区　 分

京都市  建設局

京都市



工 事 概 要
機械浚渫工 m3 7    

施 工 理 由 　本工事は、水路等の土砂が堆積した箇所において、機械による浚渫を行うことにより、流水機能の回復及び地
域の環境改善を推進するものである。

設計額
金額 増減額

請負額
金額 増減額

工　　　事　　　費
前回

今回

 円

 円
 円

 円

 円
 円

内 工　事　価　格
前回

今回

 円

 円
 円

 円

 円
 円

訳 消費税相当額
前回

今回

 円

 円
 円

 円

 円
 円

支　 給　 品　 費
前回

今回

 円

 円
 円

円

円
円

京都市  建設局
京都市



積算参考資料（間接費補正一覧）
単  価  使  用  年  月 2025年12月

歩  掛  適  用  年  月 2025年12月

基  準  適  用  年  月 2025年12月

単 　  価 　  地 　  区 2601:Ⅰ地区

調 　  整 　  区 　  分 単独工事

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種 13:道路維持工事

施 工 地 域 等 補 正 大都市（２） 1.5

I C T 施 工 補 正 補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正 補正なし 1.00

現場管理費

施 工 地 域 等 補 正 大都市（２） 1.2

I C T 施 工 補 正 補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正 補正なし 1.00

一般管理費

前払金支出割合による補 正 前払金対象外 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正 補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率 補正しない 0.00%

京都市



設計内訳書（本01）
工事名 （単価契約）機械浚渫工事（南部土木みどり事務所） 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路維持

式 1    

道路清掃工

式 1    

排水施設清掃工

式 1    

側溝清掃(機械)　 作業形態:組合せ,清掃作業,移動,作業量区分:0.1
25m2未満,50%未満,散水車なし

m 140    
単価は140m当たり
，L=20.4kmを計上

集水桝清掃(機械)　 作業形態:組合せ,清掃作業,移動,泥土堆積厚:25c
m未満,散水車なし

個 6    
単価は6個当たり
，L=10.2kmを計上

管渠清掃 作業形態:組合せ,作業量区分:管径200mm以上400m
m未満 50%未満,排水管清掃車使用区分:持込,側溝
清掃車使用区分:持込,散水車機種:散水車なし

m 20    
単価は20m当たり
，L=10.2kmを計上

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 交通誘導警備員B

人日 2    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

京都市- 1 -



設計内訳書（本01）
工事名 （単価契約）機械浚渫工事（南部土木みどり事務所） 事業区分

工事区分
道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

京都市- 2 -
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特 記 仕 様 書 

 

工 事 名：（単価契約）機械浚渫工事（南部土木みどり事務所） 

工事場所：南部土木みどり事務所管内全域 

契約期間：令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 

 

 

（適   用） 

第１条 本特記仕様書は、京都市が施工する上記工事（以下「工事」という。）

に適用する。 

 

（工事の施工） 

第２条 工事は、単価契約工事指示書（様式－１）（以下「指示書」という。）

監督職員の指示、本特記仕様書、京都市土木工事共通仕様書（以下「共通

仕様書」という。令和7年8月改正）等に基づき施工しなければならない。 

 

（工事内容） 

第３条 本工事は、本市建設局が管理する側溝、排水路、河川、排水管渠等に堆

積している汚泥（以下「汚泥」という。）を、「廃棄物の処理及び清掃に

関する法律」（以下「廃掃法」という。）及び関係法令に従い、側溝清掃

車等により収集し、第14条に示す発注者の指定する受入場所まで、許可さ

れた車両で適正に運搬するものである。 

 

（予定数量） 

第４条 本工事における機械浚渫工により排出される汚泥の予定数量は以下のと

おりである。 

２０ｍ３ 

 

（契約単価） 

第５条 単位当たりの契約単価は、工事原価に一般管理費を加えた工事の施工に

必要な適正工事価格に消費税及び地方消費税相当額を加算した単価とする。 

なお、工事原価は、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費を含むもの

とする。 

 

（再委託等の禁止） 

第６条 本工事の受注者（以下、「受注者」という）は、第３条「工事内容」で

定義する業務の全部又は一部を第三者に、下請けまたは委託してはならな

い。 
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（資格の確認） 

第７条 受注者は、廃掃法第１４条第１項に規定する許可（ただし、産業廃棄物

収集運搬業許可証（以下「収集運搬の許可証」という。）に記載されてい

る「事業の範囲」に「汚泥」が含まれていなければならない。）を、本市

または京都府から受けている必要があるが、その確認のために、工事契約

後直ちに、収集運搬の許可証の写しを発注者に提出すること。 

なお、収集運搬の許可証の写しの提出においては、本特記仕様書６頁に

ある「受注者記入欄」の項目について記入したうえで、打合せ簿により２

部提出すること。２部のうち、１部については発注者が受領したことを証

したうえで返却する。 

 

（報告・提出書類） 

第８条 本工事において、汚泥が適切に収集運搬されていることを証明するため、

発注者が交付した産業廃棄物管理票（マニフェスト）に、必要事項を記入

・押印したうえで、発注者が指定する処分業者へ回付すること。また、排

出事業者に返却しなければならないもの（マニフェストＢ２票）について

は、発注者へ提出すること。 

 なお、マニフェストについては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興

センターが運営する電子マニフェストシステムを利用することができる。 

 

（現場の常駐） 

第９条 受注者又は受注者が契約の履行に関する一切の事項を処理する権限を委

任したもの（以下「現場代理人」という。）は、現場に常駐し、工事に関

する一切の事項を処理しなければならない。 

 

（前払金及び中間金） 

第10条 前払金及び中間金の請求は、認めないものとする。 

 

（工事の範囲） 

第11条 工事の範囲は、指示書によるものとする。 

 

（工   期） 

第12条 工期は、指示書に明記する。 

  ２ 発注者が特に指示する災害、その他緊急を要するものにあっては、祝祭

日、休日、年末年始及び夜間においても作業を行わなければならない。 

 

（工   種） 

第13条 本工事に用いる浚渫工種は、次表によるものとする。 
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（建設副産物の適正処理） 

第14条 受注者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法令を遵守

し、工事の施工に伴い発生する建設副産物を適正に処理すること。また、

機械浚渫工により発生する汚泥を、次表に示す施設に適正に運搬すること。 

(※1) 機械浚渫において収集する汚泥。受入場所の詳細については、契約後、

監督職員から別途指示する。受注者は、監督職員が指示する受入場所に

搬出することとし、受入場所の変更は認めない。 

２ 汚泥の性状に変更があった場合には、その内容及び程度を、書面をもっ

て速やかに報告すること。 

 

（処理されない産業廃棄物の取扱い） 

第15条 本工事契約を解除した場合、収集運搬の完了していない汚泥については、

発注者と協議の上、適切に処分されるよう、誠意ある対応を行うこと。 

 

（工事の完成報告） 

第16条 受注者は、工事の完成後、発注者に、次の書類を提出し、工事の完成報

告をしなければならない。 

(1)完成通知書・・・・・１部（様式―２） 

(2)単価契約工事記録写真帳（様式－３） 

（以下「記録写真帳」という。）・・・・・１部 

２ 出来形数量は、小数第３位以下を切り捨てた数値とする。ただし、出来

形数量が小数第２位に満たない場合は、有効数位第１位の数量を出来形数

量とする。 

 

（工事の記録写真） 

第17条 受注者は、工事の状況及び成果を明らかにするため、次の写真を記録写

真帳に貼付し、提出しなければならない。 

   (1) 同一地点から撮影した工事着手前及び工事完成後の全景写真を各１葉 

   (2) 工事の過程を撮影した写真を１葉以上 

    なお、特に必要のある場合、発注者が別に指示する写真を提出しなけれ

ばならない。 

  ２ 写真の形状寸法は、サービス・サイズ（ 7.5×10.5㎝）程度を標準とし、

 

 

工  種 内    容  

 
機械浚渫工 排水管清掃車、側溝清掃車等による浚渫工事をいう。 

 

 

   
建設副産物 

 
受 入 場 所 

 
備 考 

 

 

汚 泥 

(※1) 

廃掃法第１４条第６項の許可を受けた

施設 

 

  京都市伏見区深草神明講谷町 

・設計運搬距離 Ｌ＝５．８km 

・受注者は、受入場所への搬出のみ

を行い、処分は行わない。 
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記録写真帳の上段に工事着手前、中段に工事完成後及び下段に工事過程を

示す写真の順序で貼りつけるものとする。 

３ 写真撮影に当たっては、「土木請負工事必携」の「写真管理基準」の

「写真撮影の共通事項」に示す黒板に必要事項を記入して、これを含めて

撮影しなければならない。 

 

（工事の現場管理） 

第18条 受注者は、工事中、常に最善の現場管理を行い、工事に関する一切の事

項を処理しなければならない。 

  ２ 工事現場に水路管理施設又は水利権者の管理施設等がある場合、当該施

設の管理者と協議の後、工事に着手しなければならない。また、工事の完

了後、第16条に規定する完成報告をする前に、当該施設の管理者の承認を

得なければならない。 

  ３ 汚泥は、適切に収集運搬しなければならない。また、その際、道路等を

汚損した場合は、洗浄等の必要な処置をとらなければならない。 

 

（第三者に及ぼした損害） 

第19条 受注者は、工事の施工に当たり、善良な管理者としての注意義務を怠っ

たことにより、第三者に損害を及ぼしたときは、その一切の責任を負担し

なければならない。 

 

（交通の安全確保） 

第20条 受注者は、工事の施工に当たり、「土木請負工事必携」の「道路工事現

場における標示施設等の設置基準」及び「道路工事保安施設設置基準」に

より、保安施設を十分に設置し、常に、工事現場の安全管理の確保に努め

なければならない。 

  ２ 一般交通に支障をきたす場合は、必ず交通誘導警備員を常駐させなけれ

ばならない。 

  ３ 道路を通行止めする場合においても、歩行者が安全に通行できるよう、

幅１．０ｍ以上（特に、歩行者の多い箇所においては１．５ｍ以上。）の

通路を確保し、歩行に危険のないよう処置しなければならない。 

 

（検   査） 

第21条 発注者が受注者から工事の完成報告を受けたとき、検査職員は、このこ

とを確認するための完成検査を実施する。当該検査の結果については、完

成検査結果通知書（様式５）を交付する。 

  ２ 受注者又は現場代理人は、完成検査に必ず立会わなければならない。 

  ３ 検査の結果、検査職員が工事の手直しを要すると認めたときは、手直し

工事指示書（様式６）に所要事項を記入のうえ受注者に交付する。この場

合において、受注者は、その指示に従い、手直し工事を実施しなければな
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らない。 

 

（請負代金の請求） 

第22条 請負代金は、１か月ごとに精算するものとする。 

  ２ 受注者は、毎月末までに、１か月間に完成した工事の請負代金に対する

請求書（支出命令書）等を提出しなければならない。 

 

（雑   則） 

第23条 この特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者及

び受注者が別に協議する。 
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令和  年  月  日 

 

受注者記入欄 

 

受注者の産業廃棄物の収集運搬に関する項目について、下記の欄に記入すること。 

 

受注者の許可の事業範囲 

（事業の区分） 
 

当該契約にかかる産業廃

棄物の積替え又は保管 

 

□積替え又は保管を行う   □積替え又は保管を行わ

ない 

 

積替え又は保管を行う場

合、積替え又は保管場所

の所在地並びに当該場所

において保管できる産業

廃棄物の種類及び当該場

所に係る積替えのための

保管上限  

 

※  受注者は、この事業の範囲を証するものとして、収集運搬の許可証の写しを発注者に

提出すること。なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発

注者に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出するこ

と。 

 



令和 年度

・

単位 備考

付近見取図 計算土量 別紙参照

断面１

Ａ1＝

断面２

Ａ２＝

様式―１

指示番号

 単価契約工事指示書

令和　　年　　月　　日

様

京都市長　　 ○○　○○

下記のとおり、契約書及び仕様書等に基づき施工することを指示します。

年度・単価契約工事名

工事場所・路線名

工　　　期

請負金額 円

工　種 小運搬の有無 指示数量

契約単
価(円)
(税込)

価格(円)
(税込)

計

工事内容

ｈ

ｒ

ｈ

ｒ

ｈ = 

ｈ = 

ｗ= 

ｗ= 



令和

様

・

・

単位 備考

※出来形数量は、小数第３位以下を切り捨てた数値とする。ただし、出来形数量が小数第２位に満たな
い場合は、有効数位第１位の数量を出来形数量とする。

計

完成日

完成工事
内容

令和　年　月　日

価格(円)
(税込)

工　種

請負金額

小運搬
の有無

出来形
数量

（※）

契約単価
(円)

(税込)

円

下記工事が完成したので、契約書第34条第1項に基づき関係図書を添えて通知します。

年度・単価契約工事名

京都市○○区○○町○番地○
○　○　○　○
代表取締役 ○○○○

指示番号・指示年月日

様式―２

年度

完　成　通　知　書

工　　期

工事場所・路線名等

令和　年　月　日

京 都 市 長



様式－３
令和 年度

指示番号

工事の過程
（用紙が不足する場合
は、同型の用紙を継ぎ
足す。）

単　価　契　約　工　事　記　録　写　真　帳
工事着手前

工事完成後



様

京都市長 ○○　○○

令和 年度 遅延日数(終期日の翌日より) 日

・

所 在 地
担当課(所)名

ＴＥＬ

合　・　否

検 査 職 員
職 名 ･ 氏 名

工 事 名

工 事 場 所

請 負 金 額

説 明 を 求 め る
書 面 の 送 付 先

手 続 等 の
問 い 合 わ せ 先

検 査 結 果

様式５

令 和 年 月 日

完　成　検　査　結　果　通　知　書

受注者

　貴社が受注した工事について、下記のとおり検査結果を通知します。

検査年月日

　なお、評定点に疑問があるときは、その疑問の旨を付して、この書面を受けた日から
起算して１４日(｢休日｣含む。）以内に、書面により説明を求めることができます。

　回答は書面により郵送します。

記

工　　期

指示番号・指示年月日

単



様式６

）

注1：

注2：

注3：

注4：

注5：

手　直　し　工　事　指　示　書

工 事 名

工 事 場 所

主 任 技 術 者 又 は 監 理 技 術 者 氏 名

公 共 施 設 管 理 者

受 注 者 氏 名

現 場 代 理 人 氏 名

検 査 職 員 ・ 職 氏 名

主 任 技 術 者 又 は 監 理 技 術 者完 了 日 受 注 者 現場代理人

印 印 印

担 当 課 長所 属 長 主任監督員
指 示 の
事後確認印

検査職員は、完了を確認したときは、直ちに確認印欄のそれぞれに押印し、本票（正）を監督職員へ送付
する（こ

担当監督員検 査 職 員

令 和 年 月 日

総括監督員

印

監督職員は、すべての手続きが完了したときは、本票（正）を受注者へ発行する（これの写しを発注者側
にて保存する。）こと。
各事業課（所）の職員が検査職員の場合は、必要箇所を訂正して使用すること。

印

受注者は、本票（正）を受理した後、工事期限日までに手直し工事を完了させ、完了したときは、直ちに
確認印欄のそれぞれに記名（署名または押印含む）し、発注者へ提出すること。
発注者は、本票（正）を受理した後、直ちに確認印欄のそれぞれに押印の後、監理検査課に提出するこ
と。

監理検査課長

契約書第３４条第６項に基づき下記のとおり指示します。

指
示
内
容

指 示 日

(手直し工事期限

令 和 年 月 日

事 業 課 （ 所 ） 監 督 職 員 ･ 職 氏 名

令 和 年 月 日
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